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災害時の精神保健医療に関する研究 

平成２７年度～２９年度 分担研究総合報告書 

 

災害時の心のケアに関する研究と提案 

 

分担研究者 朝田隆（東京医科歯科大学・特任教授） 

      ※所属は研究当時の機関 

    

 

 災害時のメンタルケアに関する従

来の多くの研究は災害1年後かそれ以

内の時点での有病率とその関連因子

の検証にとどまっている。同一対象群

を通年で追跡している検討はない。ま

た、介入は精神科的なカウンセリング

的なものが少数あるだけで、精神科医

がいなくても行政レベルでも可能な、

簡易な介入（運動、栄養指導、就労支

援）などの検討はない。さらに多くの

マニュアルは心の専門家を対象にし

ているが、非専門家対象の場合は、ご

く簡易なもので具体性に欠ける内容

になっている。 

 その背景としては以下の事情が考

えられる。こころのケアは新しい支援

カテゴリーであり、認知されたのは阪

神・淡路大震災以降である。WHO の

ガイドライン整備も最近のことにす

ぎない。また様々な取り組み実績があ

るが体系化されているとは言い難い。 

 この点を踏まえ、著者の先行研究に

おいて既存のマニュアルを網羅的に

収集・検討し、１００人弱の専門家・

当事者からヒアリングを行い、支援の

技術だけでなく地域の対応力を加味

する必要があることを見出した。また    

刻々変化する状況に限られた資源で

対応することの必要性が認められた。 

 すなわち以下の点が重要な課題と

して抽出された。１）こころのケアを

幅広く捉える必要がある ２）自然に

回復する人から即対応が求められる

人まで幅広い ３）どのようなことが

効果的かを予め判断することが難し

い ４）被災直後には専門家は近くに

いない ５）ＤＰＡＴが被災地に到着

するのは 1 週間が標準 ６）避難所に

配属された市町村職員や保健師が実

働部隊 ７）支援者自身が被災者でも

ある ８）被災者支援の一部として実

施することが現実的 等。 

この方針に基づいて作成したマニ

ュアルを研究班会議で提示し、討議を

行った。今後の課題として、中期とい
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う期間の定義のしかたとして、避難所

の閉鎖、災害救助法の適応が切れると

いう区切りがよいのか、半年といった

機関で区切るのがよいのかという点

が指摘された。また PTSD、うつに影

響している主観的苦痛というのは、症

状についての苦痛なのか、出来事に対

する認知評価なのかを明確にすべき

であるとの指摘があった。 
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